
項目 運営指導において指摘の多い事項 改善のポイント

内容及び手続の説
明及び同意

利用申込者又はその家族へ説明を行
い、同意を得ること。
重要事項説明書の内容を適切なものに
すること。

●指定居宅療養管理指導の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、居宅療養管理指導従業
者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を利用者に交付して説明を行い、当
該提供の開始について利用申込者の同意を得てください。

●重要事項説明書においては、運営規程の概要、居宅療養管理指導従事者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用
申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を記してください。

心身の状況等の把
握

サービス担当者会議等に参加し、利用者
の心身の状況把握に努めること。

●指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者
の心身の状況、病歴、服薬歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めてください。

居宅介護支援事業
者等との連携

サービス担当者会議等を通じて居宅介
護支援事業者等との密接な連携に努め
ること。

●指定居宅療養管理指導を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との
密接な連携に努めてください。

●指定居宅療養管理指導の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護
支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めてください。

居宅サービス計画に
沿ったサービスの提
供

居宅サービス計画に沿ったサービスが提
供されていること。

●居宅サービス計画が作成されている場合は、居宅サービス計画に沿って指定居宅療養管理指導を提供してください。

サービス提供の記録
サービス提供記録に提供した具体的
サービス内容等を記録すること。

●指定居宅療養管理指導を提供した際には、提供日、提供した具体的なサービス内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録し
てください。

●利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供してください。

居宅療養管理指導（令和8年度）



項目 運営指導において指摘の多い事項 改善のポイント

居宅療養管理指導（令和8年度）

受給資格の確認
被保険者資格、要介護認定の有無、要介
護認定の有効期間を確認すること。

●指定居宅療養管理指導の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要
介護認定の有効期間を確かめてください。

勤務体制の確保等
居宅療養管理指導従業者の資質向上の
ために、その研修の機会を確保すること。

●居宅療養管理指導従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修の参加の機会を計画的に確保し
てください。

感染症、非常災害発生時のサービスの
継続実施及び早期の業務再開の計画
（業務継続計画）を策定すること。

●感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅療養管理指導の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定す
るとともに、当該業務継続計画に従い、居宅療養管理指導従業者に対して、必要な研修及び訓練を実施しなければなりません。

●感染症に係る業務継続計画に記載する項目例
　a　平時からの備え（体制構築、整備、感染症防止に向けた取り組みの実施、備蓄品の確保等）
　ｂ　初動対応
　ｃ　感染拡大防止体制の確立
　　　（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等）

●災害に係る業務継続計画に記載する項目例
　a　平常時の対応（建物、設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等）
　ｂ　緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
　ｃ　他施設及び地域との連携

業務継続計画について周知するととも
に、必要な研修及び訓練を定期的に実
施すること。

●感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従
業者が参加できるようにすることが望ましい。

●研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の
対応にかかる理解の励行を行うものとしてください。

●研修は、職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年1回以上）な教育を開催しなければなりません。また、新規採用時には
別に研修を実施することが望ましい。

●訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内
の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年1回以上）に実施しなければなりません。

業務継続計画の策
定等



項目 運営指導において指摘の多い事項 改善のポイント

居宅療養管理指導（令和8年度）

感染症の予防及びまん延の防止のため
の対策を検討する委員会（テレビ電話装
置等を活用して行うことができるものとす
る。）をおおむね6月に1回以上開催する
とともに、その結果について、居宅療養管
理指導従業者に周知徹底を図ること。

●当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広
い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい
です。また、構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者を決めておくことが必要です。

●感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以
上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要があります。

感染症の予防及びまん延の防止のため
の指針を整備すること。

●指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定しなければなりません。

●平常時の対策としては、事業所、施設内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等が想定さ
れます。

●発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大防止、医療機関や保健所、市における関連機関との連携、行政等への報告等が想
定されます。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。

居宅療養管理指導従業者に対し、感染
症の予防及びまん延の防止のための研
修及び訓練を定期的に実施すること。

●研修の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹
底や衛生的なケアの励行を行うものとしてください。

●職員教育を組織的に浸透させていくためには、定期的（年1回以上）な教育を開催しなければなりません。また、新規採用時には別に研
修を実施することが望ましい。

●平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年1回以上）に行わなけ
ればなりません。

●訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割
分担の確認や、感染対策をした上での、ケアの演習等を実施してください。

感染症の予防及び
まん延の防止のため
の措置



項目 運営指導において指摘の多い事項 改善のポイント

居宅療養管理指導（令和8年度）

虐待の防止のための対策を検討する委
員会（テレビ電話装置等を活用して行う
ことができるものとする。）を定期的に開
催するとともに、その結果について、居宅
療養管理指導従業者に周知徹底を図る

こと。

●虐待の防止のための対策を検討する委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防
止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成し、構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするととも
に、定期的に開催することが必要です。

●具体的には、次のような事項について検討してください。
　イ　虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
　ロ　虐待の防止のための指針の整備に関すること
　ハ　虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
　ニ　虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

　ホ　従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
　ヘ　虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
　ト　再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

●委員会で得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要があります。

虐待の防止のための指針を整備するこ
と。

●虐待の防止のための指針には、次のような項目を盛り込むこととします。
　イ　事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
　ロ　虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
　ハ　虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
　ニ　虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
　ホ　虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
　へ　成年後見制度の利用支援に関する事項
　ト　虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
　チ　利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
　リ　その他虐待の防止の推進のために必要な事項

居宅療養管理指導従業者に対し、虐待
の防止のための研修を定期的に実施す
ること。

●職員教育を組織的に徹底させていくために、虐待の防止のための指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年1回以

上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要です。

上記に掲げる措置を適切に実施するた
めの担当者を置くこと。

●指定居宅療養管理指導事業所における虐待を防止するための体制として、上記に掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くこと
が必要です。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。

虐待の防止



項目 運営指導において指摘の多い事項 改善のポイント

居宅療養管理指導（令和8年度）

医師・歯科医師の居
宅療養管理指導に
ついて

ケアプランの策定等に必要な情報提供
は、サービス担当者会議への参加により
行うことを基本とすること。（必ずしも文書
等による必要はない。）

●サービス担当者会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」
（薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、文書（メール、ＦＡＸ等でも可）により、ケアマネ
ジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとします。（提供する様式については厚生労働省HPに参考様式あり）

（情報提供すべき事項）
（ａ）　基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、利用者の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等）
（ｂ）　利用者の病状、経過等
（ｃ）　介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
（ｄ）　利用者の日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等
（ｅ）　人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等

●サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、その情報提供の要点を記載してください。当該記載について
は、医療保険の診療録に記載することは差し支えありませんが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにしてください。

薬剤師が行う場合

薬剤師が医師又は歯科医師の指示に基
づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管
理指導を行い、介護支援専門員に対する
居宅サービス計画の策定等に必要な情

報提供を行うこと。

●薬局薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、利用者の居宅を訪問して、
薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行う必要があります。

●提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出するように努めてください。

●提供した居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあって
は、薬剤管理指導記録）を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情
報提供を行ってください。

●併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合に
は、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行ってください。薬局薬剤師にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った医

師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行ってください。

●利用者への居宅への訪問時における薬学管理指導や多職種連携に当たっての留意点については「多職種連携推進のための在宅患者
訪問薬剤管理指導ガイド」（以下「ガイド」という。）等を参照してください。また、医師、歯科医師、ケアマネジャー等への情報提供について
は、ガイド及びガイド別添の報告様式、お薬問診票及び薬学的評価シートを参考に行ってください。

参考：「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド」
https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/organization/documents/20240208_zaitakuhoumonyakuzai_guide.pdf



項目 運営指導において指摘の多い事項 改善のポイント

居宅療養管理指導（令和8年度）

別に厚生労働大臣が定める特別食を必
要とする利用者又は低栄養状態にあると
医師が判断した者に対して、医師、歯科
医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その
他の職種の者が共同して、利用者ごとの

摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した
栄養ケア計画を作成すること。

利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養
管理を行っているとともに、利用者又はそ
の家族等に対して、栄養管理に係る情報
提供及び指導又は助言を行い、利用者
の栄養状態を定期的に記録すること。

利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況
を定期的に評価し、必要に応じて当該計
画を見直すこと。

管理栄養士が行う
場合

●管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、作成した栄養ケア計画を利用者又はその家族等に対して交付するとともに、当該栄養ケア計画
に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談又は助言を30分以上行った場合に算定してください。

●管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、以下のアからケまでに掲げるプロセスを経ながら実施してください。

ア　利用者の低栄養状態のリスクを、把握すること（以下「栄養スクリーニング」という。）。

イ　栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握すること（以下「栄養アセスメント」という。）。

ウ　栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医師、看護師、薬剤師その他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂食・嚥下機
能及び食形態にも配慮された栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容、利用

者又は家族が主体的に取り組むことができる具体的な内容及び相談の実施方法等）、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組
むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、居宅療養管理指導の対象となる利用者
又はその家族に説明し、その同意を得ること。

エ　栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情報提供及び栄養食事相談又は助言を実施するとともに、栄養ケア計画に
実施上の問題（栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画
を修正すること。

オ　他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合には、当該利用者に係る居宅療養管理指導の指示を行った医師を通
じ、介護支援専門員に対して情報提供を行うこと。

カ　利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行い、当該居宅療養管理指導
に係る指示を行った医師に対する報告を行うこと。なお、低栄養状態のモニタリングにおいては、利用者個々の身体状況等を勘案し必要に
応じて体重を測定するなど、ＢＭＩや体重減少率等から利用者の栄養状態の把握を行うこと。

キ　利用者について、おおむね３月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、医師の指示のもとに関連職
種と共同して当該計画の見直しを行うこと。

ク　管理栄養士は、利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記録する。なお、交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付する等
により保存すること。

ケ　サービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録
とは別に管理栄養士の居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

●栄養アセスメント等に当たっては別途通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」を参照して
ください。(参考：https://www.mhlw.go.jp/content/001227728.pdf)



項目 運営指導において指摘の多い事項 改善のポイント

居宅療養管理指導（令和8年度）

居宅療養管理指導が必要であると歯科
医師が判断した者（その実施に同意する
者に限る。）に対して、歯科衛生士、保健
師又は看護職員が、当該利用者を訪問
し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種
の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生
状態及び摂食・嚥下機能に配慮した管
理指導計画を作成すること。

利用者ごとの管理指導計画に従い療養
上必要な指導として当該利用者の口腔
内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥
下機能に関する実地指導を行っていると
ともに、利用者又はその家族等に対して、
実地指導に係る情報提供及び指導又は
助言を行い、定期的に記録すること。

利用者ごとの管理指導計画の進捗状況
を定期的に評価し、必要に応じて当該計
画を見直していること。

歯科衛生士等が行
う場合

●歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、以下のアからキまでに掲げるプロセスを経ながら実施してください。

ア　利用者の口腔機能（口腔衛生、摂食・嚥下機能等）のリスクを、把握すること（以下「口腔機能スクリーニング」という。）。

イ　口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握すること（以下「口腔機能アセスメント」という。）。

ウ　口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の
清掃、有床義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下機能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指
導等）、解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容
や訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、作成した管理指導計画については、居宅療養管理指導の対

象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

エ　管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を実施するとともに、管理指導計画に実施上の問題（口腔清掃方法の変更
の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。

オ　利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、口腔機能のモニタリングを行い、当該居宅療養管理指導
に係る指示を行った歯科医師に対する報告を行うこと。なお、口腔機能のモニタリングにおいては、口腔衛生の評価、反復唾液嚥下テスト
等から利用者の口腔機能の把握を行うこと。

カ　利用者について、おおむね３月を目途として、口腔機能のリスクについて、口腔機能スクリーニングを実施し、当該居宅療養管理指導に
係る指示を行った歯科医師に報告し、歯科医師による指示に基づき、必要に応じて管理指導計画の見直しを行うこと。なお、管理指導計画
の見直しに当たっては、歯科医師その他の職種と共同して行うこと。

キ　サービスの提供の記録において利用者ごとの管理指導計画に従い歯科衛生士等が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該
記録とは別に歯科衛生士等の居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はないものとすること。


